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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
七
十
七
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
四
年
十
一
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
四
年
十
二
月
一
日

午
前
十
時

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
フ
ォ
ー
レ
ス
ト

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

川
中

洋
一

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
京
都
豊
島
区
池
袋
二
丁
目
六
十
番
七
号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑶
第
九
〇
二
二
三
号

㈤

免
許
年
月
日

平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
四
百
七
十
八
号

都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
二

及
び
東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七

号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
立
公
園
を
次
の
と
お

り
設
置
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

東
京
都
立
練
馬
城
址
公
園

二

位
置

練
馬
区
春
日
町
一
丁
目
及
び
向
山
三
丁
目

三

区
域
及
び
面
積

別
図
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
五
年
五
月
一
日



令和4年11月17日（木曜日）東 京 都 公 報（第17702号） ２

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３６２号

警
察
法
（
昭
和
２９年

法
律
第
１６２号

）
第
５３条

の
２
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
、
令
和
４
年
１１月

４
日
、
警
察
署
協
議
会
委
員
を
次
の
と

お
り
委
嘱
し
た
。

令
和
４
年
１１月

１７日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

警
察
署
協
議
会
名

氏
名

警
視
庁
本
富
士
警
察
署
協
議
会

細
谷

は
る
か

警
視
庁
葛
飾
警
察
署
協
議
会

木
室

忠
明

警
視
庁
小
金
井
警
察
署
協
議
会

信
山

重
広

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
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労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
十
一
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

荻
窪
タ
ウ
ン
セ
ブ
ン
ビ
ル
・
ル
ミ
ネ
荻

窪
店

二

店
舗
所
在
地

杉
並
区
上
荻
一
丁
目
九
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

武
蔵
商
事
株
式
会
社
ほ
か
七
名

四

設
置
者
住
所

杉
並
区
上
荻
一
丁
目
十
六
番
十
四
号
ほ

か

五

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

合
同
会
社
西
友
ほ
か
百
四
十
五
名

六

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
西
友
ほ
か
百
四
十
一
名

七

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
米
八
東
日
本
ほ
か
十
二
名

八

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

江
戸
川
区
春
江
町
三
丁
目
二
番
十
六
号

（
株
式
会
社
ア
サ
ヒ
ブ
ロ
イ
ラ
ー
）
ほ

か

九

変
更
後
の
小
売
業
者

の
住
所

中
央
区
日
本
橋
小
網
町
六
番
七
号
（
株

式
会
社
ア
サ
ヒ
ブ
ロ
イ
ラ
ー
）
ほ
か

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
代
表
者
名

田
保

み
さ
江
（
株
式
会
社
米
八
東
日

本
）
ほ
か

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

平
井

久
也
（
株
式
会
社
米
八
東
日

本
）
ほ
か

十
二

変
更
日

令
和
四
年
十
月
一
日
ほ
か

十
三

届
出
日

令
和
四
年
十
一
月
四
日

十
四

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
五

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
一
月
十
七
日
か
ら
令
和
五

年
三
月
十
七
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京

都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年

東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日

を
除
く
。

十
六

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

正

誤

○
令
和
元
年
十
一
月
六
日
付
雑
報

十
六
ペ
ー
ジ
下
段
中
「２,２６０,５０９

」
を
「２,３６０,１３３

」
に
、

「２８９

」
を
「３４６

」
に
、
「２

,３０５
,２０４

」
を
「２

,４０４
,８２８

」
に
、

「２９２

」
を
「３４９

」
に
、
「役

職
員

」
を
「役

員
及
び
職
員
（
臨
時

職
員
）

」
に
、
「人

材
派
遣
及
び
臨
時
職
員

」
を
「人

材
派
遣

」
に

訂
正
す
る
。

○
令
和
三
年
二
月
十
七
日
付
雑
報

二
十
一
ペ
ー
ジ
上
段
中
「２,３０４,１８４

」
を
「２,４１６,０１２

」
に
、

「２９４

」
を
「３４７

」
に
、
「２

,３４９
,５３５

」
を
「２

,４６１
,３６２

」
に
、

「２９７

」
を
「３５０
」
に
、
「役

職
員

」
を
「役

員
及
び
職
員
（
臨
時

職
員
）

」
に
、
「人

材
派
遣
及
び
臨
時
職
員

」
を
「人

材
派
遣

」
に

訂
正
す
る
。

○
令
和
四
年
二
月
十
七
日
付
雑
報

十
六
ペ
ー
ジ
上
段
中
「２,３５４,６９７
」
を
「２,４７２,２３６

」
に
、

「３０１

」
を
「３５４

」
に
、
「２

,３９９
,９７４

」
を
「２

,５１７
,５１３

」
に
、

「３０４

」
を
「３５７

」
に
、
「役

職
員

」
を
「役

員
及
び
職
員
（
臨
時

職
員
）

」
に
、
「人

材
派
遣
及
び
臨
時
職
員

」
を
「人

材
派
遣

」
に

訂
正
す
る
。
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